
鶴岡市中心市街地居住促進事業実施要綱 

 

平成 26年 5月 30日告示第 332号 

改正 平成 28年 4月 1日告示第 75号 

改正 平成 30年 6月 18日告示第 331号 

改正 令和 3年 3月 31日告示第 142号 

改正 令和 3年 5月 6日告示第 329の 2号 

改正 令和 5年 9月 1日告示第 440号の 2 

改正 令和 7年 3月 31日告示第 146号 

 

（目的） 

第１条 この告示は、中心市街地において長年にわたって使用されず、適正に管理されて

いない不良住宅等のうち、所有者から市にその建物及び建物が存する土地の寄附（以下

「寄附等」という。）がなされたものについて、当該建物を除却し、土地を整地した上

で、中心市街地への居住を希望する若者世帯及び子育て世帯並びに移住希望者（以下

「若者世帯等」という。）に対し住宅用地として供給する事業（以下「事業」という。）

を実施し、中心市街地への居住促進と市民の安全及び安心を確保するための環境整備等

を推進することを目的とする。 

 

 （定義） 

第２条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 

(1) 不良住宅 主として居住の用に供される建築物又は建築物の部分でその構造又は設

備が著しく不良であるため居住の用に供することが著しく不適当なものであって、市

長が地域の防災、防犯等の観点から周囲に対して危険性があると判定したものをい

う。 

(2) 若者世帯 世帯主又はその配偶者のいずれかが４５歳に達する日以後の最初の３月

３１日までの間にあるものである世帯をいう。 

(3) 子育て世帯 １８歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある子を含む世

帯をいう。 

(4) 移住希望者 市外に住所を有し本市への移住を希望する者及び土地の譲受人の申込

日から遡って起算して５年以内に本市に移住した者をいう。 

 

 （対象となる建物及び土地） 

第３条 事業の対象となる不良住宅は、当該不良住宅及び当該不良住宅が存する土地につ

いて別表第１左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表右欄に掲げる条件を満たし、か

つ、別表第２に定める既成市街地に存するものとする。 
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２ 事業の対象となる不良住宅が建築されている土地と隣接している土地に建築されてい

る空家等（空家（附属する工作物を含む。）及びその敷地（立木その他の土地に定着す

る物を含む。）をいう。以下同じ。）について、一体的に整備することにより第１条に掲

げる目的がさらに推進されると見込まれる場合は、当該空家等を対象とすることができ

る。 

３ 前２項に掲げるもののほか、市長は、特に必要と認めた不良住宅を事業の対象とする

ことができる。 

 

 （調査申込） 

第４条 事業により自己が所有する建物（建築物の部分を含む。以下同じ。）の除却を希

望する者（以下「申込者」という。）は、空き家調査申込書（様式第１号）により、当

該建物及び建物が存する土地の調査を市長に申し込まなければならない。 

２ 前項の規定による申込書は、市長が別に定める申込受付期間内に提出するものとす

る。 

 

 （調査） 

第５条 市長は、空き家調査申込書の提出があったときは、当該建物及び建物が存する土

地についての資料を収集するため、当該建物及び建物が存する土地の調査を行うものと

する。 

２ 市長は、前項の調査を命じた者又は委任した者をして同項の調査のために当該建物及

び建物が存する土地の隣人等の土地に立ち入らせようとするときは、当該隣人等に対

し、事前にその旨を連絡し、承諾を得なければならない。 

３ 前項の規定により隣人等が所有する土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証

明書を携帯し、関係人からの請求があったときは、これを提示しなければならない。 

 

 （不良住宅等の判定） 

第６条 市長は、前条第１項の調査の結果に基づき、第４条第１項の調査の申込みのあっ

た建物が不良住宅又は第３条第２項の規定により事業の対象とすることができる空家等

に該当するか否かを判定するものとする。 

 

 （事業の対象とする不良住宅等の選定） 

第７条 市長は、前条の規定により不良住宅又は第３条第２項の規定により事業の対象と

することができる空家等と判定された建物のうち、周囲への影響、危険度、事業効果等

を勘案し、事業の対象とする不良住宅及び空家等の候補（以下「事業対象住宅」とい

う。）を選定するものとする。 

２ 市長は、前条の規定による判定及び前項の規定による選定をしようとするときは、鶴

岡市不良住宅等判定委員会に次に掲げる事項を協議させるものとする。 
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(1) 不良住宅の判定に関すること。 

(2) 事業対象住宅の選定に関すること。 

(3) 不良住宅等除却後の土地の活用及び維持管理並びに供給に関すること。 

(4) 前３号に掲げるもののほか、事業の実施に関し必要な事項 

 

 （不良住宅等判定委員会） 

第８条 前条第２項の規定による協議をするため、鶴岡市不良住宅等判定委員会（以下

「委員会」という。）を置く。 

２ 委員会は委員長、副委員長及び委員をもって組織し、それぞれ別表第３に掲げる者を

もって充てる。 

 

 （申込者への通知） 

第９条 市長は、第７条第１項の規定により事業対象住宅を選定したときは、申込者に対

し、事業対象住宅選定通知書（様式第２号）により通知するものとする。 

２ 市長は、第７条第１項の規定による事業対象住宅に選定しないこととしたときは、そ

の理由を明記の上、申込者に対し選定外通知書（様式第３号）により通知するものとす

る。 

 

（寄附等の申出） 

第１０条 前条第１項の規定による通知を受けた申込者のうち、建物及び建物が存する土

地の寄附等を申し出ようとする者（以下「申出者」という。）は、関係書類を添付の

上、建物・土地寄附等申出書（様式第４号）を市長に提出するものとする。 

２ 建物・土地寄附等申出書は、前条第１項の規定による通知があった日から４５日以内

に提出するものとする。 

 

 （土地の活用及び維持管理） 

第１１条 市長は、寄附等を受けた事業対象住宅を除却したときは、当該除却後の土地を

整地するとともに、前面狭あい道路の拡幅等周辺地域の居住環境の向上を図るため、地

域住民と協力し、当該除却後の土地の活用及び供給までの維持管理を行うものとする。 

 

 （譲受人の募集） 

第１２条 譲受人の募集に当たっては、所在地、面積、売払価格、応募資格、応募の受付

期間その他必要事項を公表し、公募するものとする。 

 

 （売払価格） 

第１３条 土地の売払価格は、標準地比準評価法又は近傍類地における固定資産税評価額

等を参考に算定した価格を基準として、市長が定める。 
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 （応募資格） 

第１４条 譲受人は、譲受人の募集に申込みをした若者世帯等のうち、次に掲げる条件を

全て具備する者でなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるとき

は、この限りでない。 

(1) 自らの住宅を建築するための宅地を必要としていること。 

(2) 市税等徴収金の滞納がないこと。 

(3) 売払代金の支払が可能であること。 

(4) 外国人にあっては、次のいずれかに該当する者であること。 

ア 出入国管理及び難民認定法（昭和２６年政令第３１９号）第２２条第２項又

は第２２条の２第４項の規定により永住許可を受けている者 

イ 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関す

る特例法(平成３年法律第７１号)第３条、第４条及び第５条に定める特別永住

者として永住することができる資格を有する者 

(5) 自治会への加入等、当該譲り受けようとする土地の属する地区が定める協定を了承

し、又は了承することを継承できること。 

(6) 次のいずれにも該当しない者であること。 

ア 暴力団関係者等の反社会的行動を行う団体の構成員である者 

イ 暴力的不法行為を行う者 

ウ 公序良俗に反する行為を行う者 

２ 前項に定めるもののほか、市長が特に必要と認めるときは、別に条件を定めることが

できる。 

 

 （売払いの条件） 

第１５条 市長は、次に掲げる条件を付して、土地を売り払うものとする。 

(1) 自ら居住するための住宅及びその従たる施設の建設に使用すること。 

(2) 建築する住宅は、つるおか住宅活性化ネットワーク加盟事業者によるつるおか住宅

とすること。ただし、土地の販売を開始した日から２年を経過した日以後に当該土地

を売り払う場合は、この限りでない。 

(3) 土地の引き渡しを受けた日から３年以内に住宅建築を完了し、かつ市に住民登録し

居住すること。 

 

 （譲受人の決定） 

第１６条 市長は、譲渡の申込みをした者の中から、公開抽選等の公平な方法により譲受

人を決定するものとする。 

２ 市長は、前項の規定による譲受人以外の者の中から補欠者を選出することができる。 
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 （禁止事項） 

第１７条 譲受人は、土地の引き渡しを受けた日から１０年間は次に掲げる行為をしては

ならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。 

(1) 土地を第三者に貸与すること。 

(2) 土地を市長の許可なく第三者に譲渡すること。 

(3) その他居住環境に支障をきたす行為をすること。 

 

 （違約金） 

第１８条 市長は、譲受人が前条各号のいずれかに該当する行為をしたとき又は第１５条

各号の条件に違反したときは、譲受人に対し売払代金の１００分の１０相当額の違約金

を請求することができる。ただし、市長が特別の事情があると認めるときはこの限りで

ない。 

 

 （委任） 

第１９条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定

める。 

 

附 則 

この告示は、平成２６年６月１日から施行する。 

附 則 

この告示は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則 

この告示は、平成３０年６月１８日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、令和３年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示の施行の際現にある告示による改正前の様式による用紙は、当分の間、所用

の修正を加え、なお使用することができる。 

附 則 

この告示は、令和３年５月６日から施行する。 

附 則 

この告示は、令和５年９月１日から施行する。 

附 則 

この告示は、令和７年４月１日から施行する。 
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別表第１（第３条関係） 

区 分 条   件 

建 物 １ 木造建築物又は軽量鉄骨造であること。 

２ 鶴岡市に寄附等ができること（借地上に建っている建物にあっては、

借地権設定者が借地権者に貸している土地を鶴岡市へ寄附等をするこ

とができること。）。 

３ 建物に物権（所有権を除く。以下同じ。）又は賃借権が設定されていな

いこと。 

４ 建物の所有者が市税を完納していること。 

土 地 １ 鶴岡市に寄附等ができること。 

２ 土地に物権又は賃借権が設定されていないこと。 

３ 寄附等の後に維持管理に支障を来すおそれがないこと。 

４ 寄附等の後に災害防止等の措置が必要でないこと。 

５ 維持管理に係る地域住民等の同意が得られること。ただし、市長が特 

 に必要があると認めるときは、この限りでない。 

６ 土地の所有者が市税を完納していること。 

 

別表第２（第３条関係） 

中心市街地活性化基本

計画に定める区域 

（平成 20年 7月策

定） 

本町一丁目、本町二丁目、本町三丁目、昭和町、神明町、錦

町、山王町、泉町、馬場町、末広町、日吉町 

中心市街地活性化基本

計画に定める区域に近

接する区域 

三和町、睦町、三光町、双葉町、千石町、大東町、苗津町、

日出一丁目、日出二丁目、新形町、上畑町、若葉町、家中新

町、東新斎町、城北町、陽光町、青柳町、美原町、大宝寺

町、宝町、鳥居町、みどり町、西新斎町、新海町、大西町 

 

別表第３（第８条関係） 

不良住宅判定委員会 

委員長 建設部長 

副委員長 建設部都市計画課長 

委員 

総務部契約管財課長 

市民部環境課長 

建設部建築課長 

建設部土木課長 

消防本部予防課長 
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様式第１号（第４条関係） 

年  月  日 

 

鶴岡市長        様 

 

申込者  住所             

氏名             

連絡先            

土地（建物）所有者  住所             

氏名             

連絡先            

 

空き家調査申込書 

 

私は、鶴岡市中心市街地居住促進事業により、私の所有する建物の除却を希望しますの

で、次の建物及び土地について調査を申し込みます。 

なお、次の物件について、立ち入り等の調査を行うことを承諾します。 

１ 建物 

所 在  

所有者 

住所 

氏名 

２ 土地 

所 在  

所有者 

住所 

氏名 

３ その他  
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様式第２号（第９条関係） 

番     号 

年  月  日 

 

          様 

 

鶴岡市長         印   

 

事業対象住宅選定通知書 

 

   年  月  日付けで空き家調査申込書の提出がありました次の物件につきまして

は、 

鶴岡市中心市街地居住促進事業の対象となる不良住宅等に選定されましたので通知しま

す。 

１ 建物 所 在  

２ 土地 所 在  

３ その他  
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様式第３号（第９条関係） 

番     号 

年  月  日 

 

          様 

 

鶴岡市長         印   

 

選定外通知書 

 

    年  月  日付けで空き家調査申込書の提出がありました次の物件につきま

しては、調査を行った結果、次の理由により鶴岡市中心市街地居住促進事業の対象となる

不良住宅等には選定しませんので通知します。 

１ 建物 所 在  

２ 土地 所 在  

３ 理由  
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様式第４号（第１０条関係） 

年  月  日 

 

鶴岡市長  様 

申込者  住所             

氏名             

連絡先            

土地（建物）所有者  住所             

氏名             

連絡先            

 

建物・土地寄附等申出書 

 

私は、鶴岡市中心市街地居住促進事業の対象となる不良住宅等と選定された次の建物及

び土地について、鶴岡市へ寄附したいので、申し出ます。 

なお、寄附した建物及び土地について、鶴岡市が建物を解体及び土地を売却、交換又は

譲与することについて承諾します。 

１ 建物 

所在  

建物用途  

規模構造等      造   階建て  延べ     平方メートル 

所有者 
住所 

氏名 

２ 土地 

所在  

地籍  

地目  

所有者 
住所 

氏名 

３ 寄附等申出の理由  

※ 添付書類 位置図、字図、登記簿謄本、承諾書兼登記原因証明情報、印鑑登録証明書

等 


